
質疑回答内容 

Ｑ１  
工事費内訳書は独自の様式での提
出も可能であるということですが、請負
代金内訳書についても、必要な内容を
満たしていれば独自の様式（工事費内
訳書のタイトルを変える等）で作成し提
出してもよいですか。 

Ａ１ 
 請負代金内訳書については、今回の
５項目を工事費内訳書と同様に追加す
る予定です。契約日や工期等の記載が
必要のため、従来どおり所定の様式を
使用してください。 
 

 

Ｑ２  
一部しか計上できない経費につい
て 、 「一部のみ計上」は金額欄に
「10,000,000円（一部のみ計上）」の
ように記載するのか、欄外に記載するの
か、どのように記載すればよいですか。 
 

Ａ２  
金額欄には数字のみ記載してくださ
い。「一部のみ計上」等の文言は右隣
の欄外余白に記載してください。 
なお、入札公告・指名通知の際、入
札情報サービスに工事費内訳書と合
わせて記載例を掲載しますので、確認
した上で入札してください。 

 

Ｑ３  

建設業退職金共済制度について、入
札時に下請け先が決まっていない場
合、企業によって退職金共済制度の種
類が異なるため計上できないのです
が、どのように記載すればよいですか。 

Ａ３ 

 該当項目の右隣の欄外余白に「計上
不可」や「算出不能」と記載をお願いし
ます。 
 

 

Ｑ４  
「一部のみ計上」した場合で、それ以
上計算できない場合は、どのように記載
すればよいですか。 

Ａ４ 
 金額の欄には一部計上した金額を入
れ、該当項目の右隣の欄外余白に「一
部のみ計上」と記載してください。 

 

Ｑ５  
安全衛生経費について、季節等によ
り種類（熱中症関連等）がありますが、
どのように記載すればよいですか。 

Ａ５ 
金額欄には入札時点で計上できる
金額を入力し、それ以外は右隣の欄外
余白に計上できない旨を記載してくだ
さい。 

 

Ｑ６  
不備があった場合、「当面の間失格
としない」と説明がありましたが、当面と
はいつまでですか。 
 

Ａ６ 
現時点では決まっていませんが、４
月以降の実施状況を見た上で検討し
ていく予定です。なお、失格等の取り扱
いを変更する場合は、事前に周知した

上で実施します。 



Ｑ７ 
国や県においては材料費及び労務
費は直接工事費のうちの金額を記載す
る事となっています。共通仮設費積上げ
分の労務費や材料費も含めた金額を
記載するのでしょうか。 

Ａ７ 
国や県と同様に、材料費及び労務費
は直接工事費のうちの金額の記載をお
願いします。 

 

Ｑ８ 
工事を受注した場合、施工体制台帳

及び注文書等を提出する事となります
が、台帳に添付する工事費内訳書の法
定福利や安全衛生経費と入札時に提
出する法定福利や安全衛生経費と整
合が取れていなくてもよろしいでしょう
か。 

Ａ８ 
 入札時に提出していただいた時点と

差異が生じてもペナルティ等はありま
せん。あくまでも入札の時点で記載で
きる金額の記載をお願いします。 

 

Ｑ９ 
「中小企業退職金共済」に加入の場
合、「建設業退職金共済契約に係る掛
金」の項目の金額欄は０円でよいでしょ

うか。 

Ａ９ 
 「建設業退職金共済契約」の加入で
ない場合は、０円と記載をお願いしま
す。なお、下請業者が「建設業退職金

共済契約」に加入の場合は、記載が必
要となります。 

 


